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国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング（議事要旨） 

 

（開催要領） 

１ 日時 令和６年２月16日（金）16:30～16:56 

２ 場所 永田町合同庁舎１階共用第３会議室（オンライン会議） 

３ 出席 

＜ＷＧ委員＞  

座長   中川  雅之 日本大学経済学部教授 

座長代理 落合  孝文 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 プロトタイプ政

策研究所所長・シニアパートナー弁護士 

委員   阿曽沼 元博 順天堂大学 客員教授、医療法人社団滉志会 社員・理事 

委員   安念  潤司 中央大学法務研究科教授 

   委員   堀   天子 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 

＜関係省庁＞ 

        佐々木 孝治  厚生労働省医政局地域医療計画課 課長 

        森    恩 厚生労働省医政局地域医療計画課災害等緊急時医療・周

産期医療等対策室 室長 

  ＜自治体等＞ 

        大樫  隆志 岡山県加賀郡吉備中央町企画課 課長 

        那須  保友 国立大学法人岡山大学学長・総括アーキテクト 

        牧   尉太 岡山大学病産科・婦人科講師・補佐アーキテクト（医療・

福祉事業担当） 

        上田  浩平 岡山大学病院救急救命科 助教 

＜事務局＞ 

      河村  直樹 内閣府地方創生推進事務局 次長 

安楽岡  武 内閣府地方創生推進事務局 審議官 

      正田   聡 内閣府地方創生推進事務局 参事官 

      菅原  晋也 内閣府地方創生推進事務局 参事官 

      元木   要 内閣府地方創生推進事務局 参事官 

 

（議事次第） 

１ 開会 

２ 議事 救急救命処置の先行的な実証 

３ 閉会 
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○正田参事官 それでは、国家戦略特区ワーキンググループヒアリングを開始いたします。 

 本日の議題は「救急救命処置の先行的な実証」ということで、吉備中央町にはオンライ

ンで、厚生労働省には会場にて御出席いただいております。 

 本日の資料は、厚生労働省及び事務局から提出されておりまして、公開予定でございま

す。本日の議事についても公開予定です。 

 進め方でございますけれども、まず、厚生労働省から10分程度で御説明をいただき、そ

の後、委員の皆様方によります質疑・意見交換に移りたいと思います。 

 それでは、中川座長に議事進行をお願いいたします。 

○中川座長 それでは、これから「救急救命処置の先行的な実証」に関します国家戦略特

区ワーキンググループヒアリングを始めたいと思います。 

 関係者の皆様におかれましては、お忙しい中を御参加いただきまして、ありがとうござ

います。 

 早速、厚生労働省から御説明をお願いいたします。 

○佐々木課長 厚生労働省医政局地域医療計画課長の佐々木でございます。いつもお世話

になってございます。 

 それでは、私から御説明を申し上げます。 

 前回、こちらの国家戦略特区ワーキンググループヒアリングでいただいた御指摘を踏ま

えまして、せんだって２月７日でございますが、第２回｢救急医療の現場における医療関係

職種の在り方に関する検討会ワーキンググループ｣を開催させていただきました。こちら

につきましては、今回御指摘を踏まえて、進め方について前面に押し出しながら御説明し、

また、内閣府の皆様方からも大変御協力いただきまして、進めることができたと考えてお

ります。こちらでございました主な指摘事項について御紹介を申し上げたいと存じます。 

 まず、２ページでございます。それぞれ各論になりますが、「実施処置、プロトコール

について」というところでございます。二つ目のポツにございますように、既存の救急救

命処置との関係性について整理が必要ではないかといった御指摘をいただいております。

そのほか、四つ目のポツでございますが、例えば大動脈瘤破裂を見落とした・見落として

亡くなったといったときの責任は誰が取ることになるのかといった御指摘もございました。

一方で、五つ目のポツでございますけれども、助かる方が増えるのであれば、それは積極

的にやっていくべき、方法論・対象は検討が必要であるが、実証を進めていただきたいと

いったお声もございました。 

 「難易度について」でございますけれども、静止できない傷病者を介助しながら、走行

中の車内で手技を行うことは困難だという話もございました。一方で、できれば初期対応

のバイタルを取るときに一緒にやってしまうといった形でなるべく単純化したらよいので

はないかという逆の御提案もいただいたところでございます。 

 ３ページでございます。「教育体制について」なのですけれども、二つ目のポツでござ
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いますように、大動脈解離の場合も含めるのであれば、２時間の講習では足りないのでは

ないかという御指摘があって、三つ目のポツでは、これらを踏まえながら、どこまでを対

象にしていくのか、それを明確にされなければ、必要な教育や時間数は判断できないので

はないかといった御指摘がございました。これは裏を返せば、対象等を明確にすれば、必

要な教育、時間数もクリアになるとうかがえます。 

 また「引用文献について」ですね、岡山大学に提示いただいたものの論拠についての御

指摘がございました。 

 ざっくり以上でございますけれども、事前に制度の趣旨等、当然構成員の皆様方にも御

説明してまいって当日臨んだところでございまして、極めて実際的な意見交換、議論がで

きたのではないかと思っております。ワーキンググループの事務局としていただいた御意

見などを整理しながら、また、吉備中央町、岡山大学とも連携しながら、次回の議論に臨

みたいと思っております。 

 スケジュールでございますけれども、４ページです。前回のワーキングは２月７日です。

次回は３月上旬、第３回を予定してございます。その後、必要に応じてワーキンググルー

プの追加開催も考えられると思っておりますけれども、令和６年３月下旬、ワーキンググ

ループを開催して、議論の取りまとめという形で進めたいと思っております。 

 なお、５ページは構成員の一覧でございます。 

 それから、参考資料としてお付けしているものについて少しリマークをさせていただき

ます。10ページでございます。こちらは当日お示しした資料でもございますけれども、こ

の上段に令和５年12月26日、昨年末の国家戦略特区諮問会議決定の文章を引用させていた

だいております。「令和５年12月26日・国家戦略特区諮問会議決定」（救急救命処置の範

囲の拡大）ということで、「エコー検査」の追加については、厚生労働省に設置されたワ

ーキンググループにおいて検討を行い、2023年度末に同年度の議論の取りまとめを行った

上で、その結論を踏まえ、2024年度の可能な限り早期に必要な措置を講ずるというものを

紹介させていただいているところでございます。 

 このことにつきましては、事務局提出資料にも、令和５年12月開催の実際の諮問会議の

資料からの抜粋部分を提示させていただいているところでございます。 

 以上、簡単でございますけれども、２月７日のワーキンググループの概要等でございま

す。どうぞよろしくお願いします。 

○中川座長 ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様から御質問、御意見をお伺いできればと思いますけれども、いか

がでしょうか。 

 それでは、落合委員、お願いいたします。 

○落合座長代理 御説明どうもありがとうございます。 

 全体としては、このテーマについては、これまで進めるのが難しかったところを見てお

りましたので、そういった中で適切に事前説明等を行っていただくことによって議論を前
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向きに進めていただいている部分については、感謝を申し上げたいと思います。 

 他方で、最初に議論に入ってからかなり時間を実際には要しているところもあると思っ

ています。タイミングとして来年度中のできる限り早いタイミングで措置ができる形にな

らないと、御準備いただいていた吉備中央町や岡山大学の先生方からしても遅過ぎるとい

うことになるでしょうし、デジタル田園健康特区も元々３年で様々なことを目標にして取

り組んできたことがありますので、その点で早めの措置をお願いできないかというのが一

つ目です。 

 二つ目として、今後の進め方に当たって、手戻りが出てしまうと結局スピーディーな検

討につながらなくなってくると思います。今ほど各構成員からの議論の状況で課題を色々

御指摘いただいているところを御紹介いただきましたが、その中で改めて調査や検討が必

要な項目があるのか、あるとすればそれはどういう内容かについてお伺いしたいという、

以上の２点でお願いいたします。 

○佐々木課長 最初の１点目でございますけれども、スピード感については、御指摘いた

だいたとおり、我々としてもスピード感を持って進めてまいりたいと思いますので、諮問

会議の決定を踏まえて、来年度できる限り早期にという形で、そこは意識してまいりたい

と思っております。 

 ただ、２点目にも絡みますけれども、しっかりやるに当たっては詰めるべきところは詰

めていきたいと思っております。患者の人間の生命に関わるというところがございますの

で、そういった意味で今回の第２回の救急のワーキングでもかなり適切な御指摘、御意見

をいただいていると思っております。これらをしっかり詰めていくところは、ワーキング

の表の舞台だけでなくて、しっかり我々としては関係者と調整しながら今後に臨んでいき

たいと思っています。 

 そうした中で、調査ということではないのですけれども、少し触れました引用文献のと

ころについては、構成員から論拠が求められてございますので、こういった事実関係のも

のでございますけれども、資料の収集、そして、提示も併せてさせていただいて、第３回

のワーキングに臨んでいきたいと思っております。それ以上に大がかりな調査等が必要と

は、現時点では思われないところでございます。 

○落合座長代理 ありがとうございます。 

 そうすると、基本的におっしゃっていただいた文献の点の御指摘が、主な準備事項とい

う御認識でしょうか。 

○佐々木課長 そうですね。文献の準備、あと、細かいですけれども、少し宿題的なとこ

ろも発生しています。具体的には、過去の事案の中でもし本当にエコーをすることによっ

て救われた事例があったのであればそれを教えてほしいという構成員からのお願いがあり

まして、岡山大学のほうで宿題として引き取っていただいた部分がございましたので、こ

れは大変細かい話でございますけれども、そういったもろもろを速やかに準備して、次回

に臨みたいと思っております。 
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○落合座長代理 ありがとうございます。 

 岡山大学の先生方にお伺いしたいのですけれども、今、厚生労働省のほうで二つほどお

示しいただきたい事項をお話しされていたと思いますけれども、御準備の状況などはいか

がなものでしょうか。 

○那須総括アーキテクト 牧が答えさせていただきます。 

○牧補佐アーキテクト 岡山大学の牧でございます。 

 このたびは厚生労働省の皆様も御尽力いただきまして、ありがとうございました。 

 そして、内閣府の皆様におかれましても、先般は本当にありがとうございました。 

 落合委員からの御質問なのですが、宿題については３日前に渡されまして、鋭意その準

備を行っています。吉備中央町は2019年から2022年までに10件の下腹部のかなり重篤な救

急搬送により運ばれた症例はあったのですが、厚労省WGの構成員の皆様の質問の意図する

部分まで、当時は、実際に救命士が超音波をしていませんし、情報連携の部分ができてい

ないところがありますので、データを追うことができませんでした。ですから、そこの10

例に対しては、実際に規制改革前の段階のデータでしたので、一つ目の宿題の答えになり

ます。 

 論文についても、かなり重箱をつついていただいた質問ではありましたので、医師がや

っていたのではないかという御発言もいただいたりはしたので、その部分も今、挙げた状

況とともに、もう一度洗いざらい見ているところでございます。 

 我々が検索した論文については、先ほど佐々木課長がおっしゃっていましたが、現存す

る論文は、おそらく検索した限りの論文は取らせていただいているので、これ以上過去の

報告を見いだすことができない状況ではあります。 

 最後に、我々の参考資料に出した28名の救命士へのシミュレーション教育の論文が、本

日『Scientific Reports』にアクセプトされましたので、我々の実証で行ったものについ

ては、海外でも報告として認められましたので、御報告を付け加えさせていただきます。 

○落合座長代理 ありがとうございます。 

 そうすると、かなり御準備をいただいているということだとも思いますし、厚生労働省

の方々も直ちに即答はできないかもしれませんが、他方で、基本的に要請されている事項

は、論文の点については細かいところも含めて集めていただいているということでありま

す。また、実際のケースについても規制の問題があって元々できないということがあるの

で、できたから助かるということはなかなか難しいというのは、これはもうしようがない

と言うべき面があるように思います。ただ、現場でそこは助かったのかもしれないという

か、有益な結果につながった可能性があるのではないか、ということはさっきおっしゃっ

ていただいた10例で示されているのではないかとも思います。牧先生のほうでは、それは

そのように理解してよろしいでしょうか。 

○牧補佐アーキテクト 入院していた患者を重篤な状況だったので他院に運んだとか、外

来診療中にこれは他院へ運ぶべきだということで医師が判断して運んでおりますので、そ



6 

ういった内容が全部10件なのですね。ですから、この10件に対して救命士がその場で超音

波をすればというような状況ではない10件、医師がまず診療している症例でございますの

で、それ以上にさらに消防のデータからは追うことができなかったということでございま

す。 

○落合座長代理 分かりました。 

 ただ、そこはできる限りのものは見ていただいたということだとは思います。 

○牧補佐アーキテクト おっしゃるとおりです。 

○落合座長代理 厚生労働省のほうでは、そういう形で準備されているということですの

で、できる限り早めにその情報も御連携いただいて、検討を進めていただけないでしょう

か。 

○佐々木課長 承知しました。牧先生は２月７日にも実際に御対応いただいております。

ですから、大変当時のそのときの御議論をよく御存じだと思いますので、引き続き連携を

取らせていただいて、次回に臨みたいと思っています。 

 また、細かい色々な質問もあって、それらについても我々は回答ぶりも整理して当日は

臨みたいと思っていますので、引き続きそこは牧先生を始め関係者と連携を取らせていた

だいて、とにかく次回のワーキングでは議論としての取りこぼしがないような形で臨みた

いと思っております。ありがとうございます。 

○落合座長代理 ありがとうございます。 

○中川座長 他の委員の皆様、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 阿曽沼委員、お願いします。 

○阿曽沼委員 厚生労働省の御説明ありがとうございました。前回から前進して、具体的

かつ前向きな議論になったのではないかと感じました。関係者の方々の事前の御対応も含

めて感謝をさせていただきます。 

 各委員の方々からの御指摘も、基本的にはきちんと対応していくことが必要であろうか

と思いますし、先生方も御尽力いただけるのだろうと思います。今回の事業は、確かに超

音波ということが重要なポイントとして焦点が当たっていますが、基本的には救急の発生

現場、それからプレホスピタル段階、そして、病院に到着後の治療においてが、患者さん

の状況を、救護に当たるメンバーやそれを受け入れる医療者が、重要な情報をシームレス

に共有する仕組みを構築していく上での一つのスタートだと理解をしています。先ほど牧

先生がおっしゃっていましたが、振り返ってみるとデータがよく分からないという状況が

もしあるとすれば、今回の事業によって、ポイントポイントでデータをチェックできる仕

組みが充実していくわけですから、患者状況の判断をする上で、医師との連携強化によっ

て救命救急士も臨機応変に即応力を高められる訳ですから、非常に重要なプロジェクトだ

と思っています。そういった観点で厚生労働省の方々も委員の方々と是非継続的な意見交

換なりお話合いをしていただければと思っています。 

 一つ確認ですが、教育研修をする上で、２時間では少ないという議論がありましたけれ
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ども、岡山大学の牧先生の方ではこの辺に関してはどのようにお感じになっていらっしゃ

るのでしょうか。もしくは、本来そういった教育としてのカリキュラム、内容については、

どのような形で今後検討していけばいいのか、何かお考えはございますでしょうか。 

○牧補佐アーキテクト 阿曽沼委員、御質問ありがとうございます。岡山大学の牧でござ

います。 

 こちらに関しては、そのシミュレーション教育の現場、２時間で枠を作り、その計画を

立案し、実行したリーダーでもあります上田先生も入っておりますので、上田先生、少し

アクセプトされた論文もありますので、御説明いただけたらと思います。２時間、足りる

のか足りないのか。 

○上田助教 ありがとうございます。岡山大学病院の救急科の上田と言います。 

 今回２時間という時間でFASTのみ教えています。海外の先行研究を見ても、FASTと大血

管という形を入れて大体６時間とかそのぐらい、FASTだけだと２時間からそれ以上ぐらい

という形で報告は上がっていると思います。 

 確かに２時間という時間は短かったのですけれども、今回純粋に講習会２時間でどれぐ

らいできるのか。一般的にはｅラーニングや事前学習を入れて評価を行うものなのですけ

れども、今回は全く入れていなくて２時間で行っていると。２時間の範囲内でこれを当て

てみてという当てる操作自体はできているのかと思います。ただ、エコー研修自体、研修

をして、当てられるようになって、それでオーケーというわけではありませんので、今後

継続して何回も繰り返し現場もそうですけれども、学習を繰り返すことで定着していくと

いうのが超音波やそういう手技になっていきます。御指摘にもありましたけれども、２時

間で絶対にできるのかという御指摘には、それだけでという形は私どもは考えておりませ

んし、今後それを例えば現場で必要なレベルまでに引き上げる講習を考えていかないとい

けませんので、現場で実証しながら、点数やカリキュラムを作成していかないといけない

と私は思っています。 

 また、多忙な救命士なので、現場で実行したときに指導して、例えば帰りにそれを復習

するとか、そのような時間の使い方などを考えていかなければいけませんので、効率のよ

い学習方法を実際に検証させていただきながら作っていくことが必要かと考えております。 

○阿曽沼委員 的確な御説明をいただきまして、非常に納得いたしました。ありがとうご

ざいました。 

○中川座長 それでは、他の委員の皆様、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、厚生労働省、他の委員にもお話しいただきましたけれども、議論を前進させ

ていただいたことにつきまして、感謝を申し上げたいと思います。 

 引き続き救急医療ワーキングの論点整理、対応方針等につきまして、提案者に寄り添う

姿勢で対応いただくようにお願いいたします。 

 12月の諮問会議での決定内容に従って、来年度2024年度の可能な限り早くの措置を我々

国家戦略特区ワーキンググループとして求めていきたいと思っております。 
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 それから、議論の中であったのですけれども、症例と言いますか、エグザンプルとして

助かった事例を求めているというお話もありましたけれども、我々の立場としては、これ

がなければ助からなかったような事例があれば特殊な場合に緩和をするというよりは、あ

る準備やそういうものをして、大きなリスクがない限り、それは緩和をしていただいたほ

うがおそらく社会のためになるだろうという立場に立っています。そういう意味で、例え

ば様々な御指摘をいただいていますけれども、静止できない傷病者の場合はどうするのだ

とか、あるいは搬送時間が著しく短い地域はやらなくていいのではないかとか、色々な限

定を加えて特殊な場合についてのみ緩和していくというスタンスよりも、それを医師と救

急救命士などの現場の判断に任せて、こういう緩和を入れるか入れないのかを判断すれば、

それでよろしいのかと思っております。 

 そういう意味で、是非、吉備中央町、岡山大学に寄り添った議論が今後進むことを期待

したいと思います。 

落合委員から手が挙がっていますけれども、御発言を求めていらっしゃるということで

しょうか。 

○落合座長代理 取りまとめの直前に手を挙げてしまって、失礼いたしました。 

 既に中川座長におっしゃっていただいたとおり、あまり限定的にし過ぎてしまうと、地

域医療の中で実際に利用できる場面が本当に確保されているのかという論点が出るのかと

思います。また、阿曽沼委員からも教育内容についての討議もありましたが、そういった

点も含めて、かなり厚生労働省のワーキンググループ構成員の皆様から色々御意見は出て

いたようでありますが、一方で、重箱の隅のようなものもあったような話も本日出ていま

した。単純にこれはどうなのか、あれはどうなのかと言っているだけではなくて、できる

限り対案も出していただいたり、このようにしていくべきだという方向も提示していただ

くなどしながら、是非議論していただきたいと思っております。 

 私からは以上です。 

○中川座長 それでは、ほかに御発言を求める方、いらっしゃいますでしょうか。 

 もしもいらっしゃらなければ、これをもちまして「救急救命処置の先行的な実証」に関

します国家戦略特区ワーキンググループヒアリングを終わりたいと思います。どうもあり

がとうございました。 

 


